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訪問看護重要事項説明書 
〈令和 8 年 4 月 1 日現在〉 

 
1.事業者の概要 

事業者名称 特定医療法人 誠仁会 

代表者氏名 理事⾧ 吉岡 巌 

住 所 兵庫県明石市大久保町大窪 2095 番地の 1 

連絡先 （電話） 078-935-2563   （FAX） 078-935-2566 

  

2.事業の目的と運営方針 

 

3.おおくぼ訪問看護ステーションの概要 

（1）事業所の所在地等 

事業所名 おおくぼ訪問看護ステーション 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

所在地 明石市大久保町大窪 1922 番地の 2 ハートパートナービル 2 階 

連絡先 （電話） 078-935-2124   （FAX） 078-935-2154 

介護保険指定番号 2862090038 

サービスを提供する地域 明石市、神戸市西区(左記以外の方でもご希望の方はご相談ください) 

 (2) 事務所の職員体制 

所 長 看護師  岸本 明美 

 

職  種 資 格 常勤 非常勤 計 業 務 内 容 

管 理 者 看護師  1 名   －  1 名 従業者及び業務の管理 

サービス提供責任者を兼ねる 

訪問看護従事者 看護師・准看

護師・保健師 

2名以上   － 2名以上 訪問看護のサービスの提供 

事業の目的 特定医療法人誠仁会が開設するおおくぼ訪問看護ステーション（以下「事業所」とい

う）が行う指定訪問看護の事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事業を定め、事業所の看護師その他の従業者（以下「看

護師等」という）が、要介護又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の

必要を認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。 

運営方針 1.事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維

持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支

援する。 

2.事業所の看護師等は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営

むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

3.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めるものとする。 

4.事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止又は要介護状態になること

の予防に資するその療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 

5.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な 

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。  

6.指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随

時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。 

7.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 
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職  種 資 格 常勤 非常勤 計 業 務 内 容 

訪問看護従事者 理学療法士 

作業療法士 

 － 

 1 名 

 1 名 

 1 名 

 1 名 

  2 名 

リハビリテーションの提供 

リハビリテーションの提供 

（3）サービス提供の時間帯 

 

サービス提供日 

 

月 曜 ～ 金 曜 

但し、国民の祝日、及び 12 月 30 日～1 月 3 日は除く 

尚、電話等によって 24 時間連絡及びサービス提供が可能な体制とする 

サービス提供時間   9：00～17：00 

（4）サービスの内容 

サービスの種類 サービスの内容 

訪問看護計画の 

作成 

主治医の指示及び居宅サービス計画」又は「介護予防計画プラン」に基づき、

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体

的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します。 

訪問看護の提供 （1）健康状態の観察・助言 

   血圧・体温・呼吸・脈拍の測定、病状の観察と助言 

（2）日常生活の看護 

     清潔のケア、食生活の援助、排泄のケア、床ずれの予防・手当、コミュニ

ケーションの援助、療養環境の整備 

（3）在宅リハビリテーション 

   日常生活自立訓練、家族へのアドバイス 

（4）医師の指示による医療的処置の実施  

 床ずれ、その他創部の処置、留置カテーテルの管理、痰の吸引、医療機

器の管理 

（5）認知症の看護 

 認知症のケアと相談、事故防止のケア、家族への支援 

（6）終末期の看護 

 末期を家で迎えたいと希望される方への援助、家族への精神的支え 

（7）介護者の健康や悩みに関する相談 

   健康チェック、介護指導、精神的支え 

他職種との連携 安心して利用者が望む在宅療養ができるよう、主治医、歯科医師、薬剤師、介

護支援専門員、他のサービス提供者と情報交換し密に連携します。 

（5）事業所職員の禁止行為 

  事業所職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

  ①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

  ②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

  ③利用者の同居家族に対するサービス提供 

  ④利用者宅での飲酒、飲食、喫煙 

  ⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（利用者又は第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

  ⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利営業、その他迷惑行為 

 

4.サービス提供の記録 

 (1)事業者は、訪問看護の実施ごとに、訪問日及び訪問時間を訪問看護利用表に記入します。事業者は、

訪問看護活動記録を作成することとし、この契約の終了後 5 年間保管します。 

 (2)利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する訪問看護活動記録を閲覧でき

ます。利用者は、当該利用者に関する訪問看護活動記録の複写物の交付を受けることができます。 
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5.利用料金 

 (1) 基本料金・利用者負担金 

介護保険の適用がある場合は以下のとおりです。尚、一部負担金は利用者の負担割合によって基本料

金の 1 割、2 割又は 3 割となります。 

 

  所要時間・内容 単位数 基本料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

看護師の行う 

訪問看護 

20 分未満（＊） 314 3,271 円 328 円 655 円 982 円 

30 分未満 471 4,907 円 491 円 982 円 1,473 円 

30 分～60 分未満 823 8,575 円 858 円 1,715 円 2,573 円 

60 分～90 分未満 1,128 11,753 円 1,176 円 2,351 円 3,526 円 

理学療法士、作業

療法士等の行う 

訪問看護 

20 分(1 回） 294 3,063 円 307 円 613 円 919 円 

40 分（2 回） 588 6,126 円 613 円 1,226 円 1,838 円 

60 分（3 回） 795 8,283 円 829 円 1,657 円 2,485 円 

看護師の行う 

予防訪問看護 

20 分未満 303 3,157 円 316 円 632 円 948 円 

30 分未満 451 4,699 円 470 円 940 円 1,410 円 

30 分～60 分未満 794 8,273 円 828 円 1,655 円 2,482 円 

60 分～90 分未満 1,090 11,357 円 1,136 円 2,272 円 3,408 円 

理学療法士、作業

療法士等の行う 

予防訪問看護 

20 分（1 回） 284 2,959 円 296 円 592 円 888 円 

40 分（2 回） 568 5,918 円 592 円 1,184 円 1,776 円 

初回加算Ⅰ 

（1 か月につき） 

新規に訪問看護計画書を作

成し、病院等から退院した

日に看護師が訪問看護を行

った場合 

350 3,647 円 365 円 730 円 1,095 円 

初回加算Ⅱ 

（1 か月につき） 

初めて、若しくは前回訪問

看護より 2 か月受けてない

場合。又は、要予防から要

介護、その逆に区分変更に

なった場合 

300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 

サービス提供体制

強化加算Ⅱ 

勤続年数 3 年以上の者が 30/100 以上である等、基準に適合しており 1 回につき 3 単

位の加算 

（＊）インスリン施注や吸引など医療行為が必要な場合。但し、20 分未満の算定がある週では、1 回以上

は 20 分以上の訪問看護が必要。 

 

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する場合 

 
所要時間 単位数 基本料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

定期巡回連携型 1 か月につき 2,961 30,853 円 3,086 円 6,171 円 9,256 円 

サービス提供体制強

化加算 
1 か月につき 25 単位（区分支給限度基準額の枠外加算） 
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〇病状により下記の加算があります。 

 
内 容 単位数 基本料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

緊急時訪問看護加算Ⅰ 

（1 か月につき） 

電話相談等常時対応、必要

に応じて訪問看護を行う体

制にある場合 

600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

特別管理加算Ⅰ 

（1 か月につき） 

特別な管理を必要とする利

用者に対し、サービスの実

施に関する計画的な管理を

行う場合 

500 5,210 円 521 円 1,042 円 1,563 円 

特別管理加算Ⅱ 250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 

長時間訪問看護加算 

特別管理加算対象者に 90 分

を超える訪問看護を行った

場合 

300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 

 内 容 単位数 基本料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

複数名訪問看護加算 
同時に複数の看護師が訪問

看護を 30分未満行った場合 
254 2,646 円 265 円 530 円 794 円 

複数名訪問看護加算 
同時に複数の看護師が訪問

看護を 30分以上行った場合 
402 4,188 円 419 円 838 円 1,257 円 

夜間・早朝加算 18 時～22 時、6 時～8 時の訪問は基本単位の 25/100 加算 

深夜加算 22 時～6 時の訪問は基本単位の 50/100 加算 

退院時共同指導 

加算 

病院、老健施設に入院・入

所中の方が退院・退所の際

に共同指導を行った場合 

600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

ターミナルケア 

加算 

（当該月につき） 

利用者の死亡前の 14 日に 2

日以上ターミナルケアを行

った場合 

2,500 26,050 円 2,605 円 5,210 円 7,815 円 

①上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、改定された場合は、これら基本料

金も自動的に改定されます。尚、その時は、事前に新しい基本料金表を書面でお知らせします。 

②介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただき

ます。 

(2) 交通費 

①前記 3 の（1）のサービスを提供する地域にお住まいの方は、無料です。 

②それ以外の地域の方は、交通費の実費が必要となります。 

(3) キャンセル料 

①利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 

 ただし、利用者の容態の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合は不要です。 

ご利用の 1 日前にご連絡いただいた場合      無  料 

当日ご連絡いただいた場合 利用料金の  50％ 

ご連絡がなかった場合 利用料金の 100％ 

②キャンセルが必要な時は至急ご連絡して下さい。 

連 絡 先 078-935-2124 

(4）料金のお支払い方法 

①サービスの提供をした利用月ごとの利用者負担金請求書をお届けいたします。 

②利用者負担金は、口座振替又は現金で支払いください。口座振替の場合、翌月 27 日（土日祝の場

合、翌営業日）が引き落とし日となります。 

③利用者負担金の受領に関わる領収書は、現金の場合その場で、口座振替の場合お支払いが確認され

た後、差し上げます。 
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(5）その他 

  ①サービスを実施するために使用する水道ガス電気電話の費用は、利用者の負担となります。 

  ②法定代理受領によらない支払いを受けた場合、サービス提供証明書を交付します。 

  ③死後の処置を行った場合、平日・休日・時間外を問わず、一律 10,000 円を徴収します。 

    

6.サービスの利用方法 

(1）サービスの利用開始 

①居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、担当の介護支援専門員と連絡をとり、当事業所の

サービス提供責任者がお伺いいたします。 

②かかりつけ医に、訪問看護を利用したい旨をお伝えください。 

③要介護認定又は居宅サービス計画の作成依頼がまだの方は、ご相談下さい。 

(2）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービスを終了する場合は、サービスの終了を希望する 7 日前までにお申し出く

ださい。その際は担当介護支援専門員にも必ずご相談下さい。 

②当事業所のやむを得ない事情でサービスを終了する場合は、終了 1 ヶ月前までに文書で通知いたし

ます。 

③自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。） 

1．利用者が介護保険施設に入所した場合 

2．介護保険給付で、非該当（自立）と認定された場合 

  ＊この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

3．利用者がお亡くなりになった場合 

④契約解除 

1．当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・利用者や 

  その家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、 

   利用者は文書又は口頭で通知することで即座にサービスを終了することができます。 

2．利用者又はその家族がサービス利用料金の支払いを 3 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促

したにもかかわらず 10 日以内に支払われない場合や、当法人や当法人のサービス従事者に対し

て本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当法人が文書で解約を通知することに 

   よって、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

7.防止・対策・研修への取り組み 

 (1) 虐待防止 

    ①事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、指針を整備し、必要な

体制の整備を行うとともに、従業員に対し、虐待防止のための研修を実施する等の措置を講じます。 

②事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町に通報します。 

 (2) 身体拘束の禁止 

   ①事業者は、サービス提供にあたって、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」といいます）を行いま

せん。 

   ②事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由その他必要事項を記録します。 
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   ③事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、指針を整備し、従業員に対し、身体拘束等の適正化の

ための研修を実施する等の措置を講じます。 

 (3) 認知症ケア 

   ①事業者は、利用者の認知症ケアのため、従業員に対し、認知症に関する十分な知識と理解を習得し、

専門性と資質の確保・向上を目的として、認知症ケアに関する研修を定期的に実施します。 

   ②認知症高齢者の対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、チームケアを統一することで、本人

のニーズに即した生活支援を行い、本人の自由意思を尊重したケアを実践します。 

 (4) 感染症対策の強化 

   ①事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下に掲げる措置を講じます。 

    ・看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

    ・事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、 

        その指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施します。 

 (5) ハラスメント 

   ①事業者は、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、ハラスメ

ント防止に向け取り組んでいます。 

   ②職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な 

   範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

 ・身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

 ・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

 ・意にそわない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

   （上記は当該法人職員、取引先事業所の方、利用者及びその家族等が対象です） 

③ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議等により、同 

  時案が発生しないための再発防止策を検討します。 

     ・職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定 

      期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

     ・ハラスメントと判断された行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な 

           措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 (6) 業務継続に向けた取り組み 

   ①事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護・介護予防訪問看護の提 

 供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務 

 継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

   ②従業員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

   ③定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 (7) 職員の研修について  

   事業者は、看護職員等の資質向上のための研修機会を設け、また業務の執行体制についても検証整 

      備します。 
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8.緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前に打ち合わせにより主治医、救急隊、家族、 

     居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 病院・医院名  

 

主 治 医 主治医氏名  

 連 絡 先  

 

ご家族① 

氏   名  

 

 連 絡 先  

 

ご家族② 

氏   名  

 

 連 絡 先  

 

居宅介護 

事業者名  

 

支援事業者 担当者名  

 連 絡 先  

 

9.事故発生時の対応 

  サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当介護支援専門員（又は地域

包括支援センター）及び市町村へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

10.サービス内容に関する苦情  

  サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所でお受けします。また下記の機関にも申し立てることが

できます 

（当法人お客様相談・苦情担当） 
  担当者 岸本 明美     連 絡 先  078-935-2124 
               Ｆ Ａ Ｘ  078-935-2154 
               緊急時連絡先 078-935-2124（転送機能あり） 
（介護保険サービスの苦情について） 
兵庫県国民健康保険団体連合会 連 絡 先  078-332-5601（代表） 
               受付時間（平日） 午前 9 時～午後 5 時 
（介護保険全般に関するお問い合わせ） 
明石市福祉局高齢者総合支援室 連 絡 先  078-918-5091 
               受付時間（平日） 午前 9 時～午後 5 時 
（介護保険全般に関するお問い合わせ） 
神戸市西区介護保険担当課   連 絡 先  078-940-9501（代表） 
               受付時間（平日） 午前 9 時～午後 5 時 
（介護保険サービスの契約上のトラブルについて） 
神戸市消費生活センター    連 絡 先  078-371-1221 
               受付時間（平日） 午前 9 時～午後 5 時 
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個人情報使用同意書 

利用者様の円滑な在宅での療養を実現するためには、利用者様を取り巻く家族、医療従事者、介護従事者、

その他の関係者が適切に連携していく必要があります。そのため下記の事項のご了承をお願いいたします。 

１. 個人情報を使用する目的 

   円滑な自宅での療養生活を継続していただくため、在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、

介護支援専門員、介護事業者、その他の関係者と連携を図る目的で、担当者会議などで個人情報を

利用する場合があります。 

２．使用にあたっての条件 

   ①個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最低限に留め、情報提供の際には関係者以

外には決して漏れることのないよう細心の注意を図ります。 

   ②関係者が適切と認める通信手段を用いて診療情報を含む個人情報を共有・提供させていただきま

す。 

３．使用期間 

   訪問看護サービスが提供されている期間 

 

 

加算説明書 

提供サービス内容により、ご利用者様の同意のもと下記のような加算が発生します。 

・緊急時訪問看護加算：24 時間 365 日緊急の連絡や相談、緊急の訪問依頼等に対応することができる体制

を希望される場合に発生する加算です。 

・複数名訪問看護加算：利用者様の病状、状態等から、2 人での訪問看護が必要と判断され利用者様、そ

のご家族が同意された場合に発生する加算です。 

・ターミナルケア加算：ターミナルケアとは終末期のケアのことで、利用者様の尊厳を維持し、その人ら

しく最期を迎えられるようなサービス体制をご利用される場合に発生する加算で

す。 

具体的には、体調の変化に合わせたケア、ご家族の精神状況の変化に合わせたケ

ア、看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者様及びご家族

の意向を把握し、それに基づくアセスメントを行い、サービスを提供します。 

 

尚、提供サービス内容のご希望は契約途中でも変更可能です。 
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一括同意書 

当事業所職員より上記の説明を受け、同意・了承いただける項目に☑の記入をお願いし

ます。 

 

□ 重要事項説明書の説明を受け、内容に同意します。 

□ 個人情報使用に関する内容を確認し、同意します。 

□ 緊急時訪問看護加算に同意します。 

□ サービス内容に応じて、複数名訪問看護加算が発生することを同意します。 

□ サービス内容に応じて、ターミナルケア加算が発生することを同意します。 

□ 隣地実習における学生、研修生の同行に同意します。 

 

 

      年   月   日 

訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して重要事項説明書、個人情報使用同意書、 
及び加算説明書を説明しました。 

 
 

事業者     〈事業者名〉特定医療法人 誠仁会 おおくぼ訪問看護ステーション 
〈住  所〉明石市大久保町大窪 1922 番地の 2 ﾊｰﾄﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞﾙ 2 階 
 
〈代表者名〉 理事長  吉 岡  巌         
 
〈説 明 者〉                                       
 

 
私は、本書面を受領し、事業者から上記の内容の説明を受け、同意いたしました。 
 
利用者    〈住  所〉 

                    

   〈氏  名〉       

 

私は、本人の意思を確認し署名代行いたしました。 

 

代理人  〈住  所〉 

                    

〈氏  名〉             (続柄        ) 

 

 
 


